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だ
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入
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あ
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。

　夏季は子どもが家庭にいる時間が長くなり、火災の危険性が高ま
ります。安心して過ごせるように次のことに気を付けましょう。

◆火遊びをさせないために

　子どもの火遊びによる火災は大人がいないときや人目に付きにく
い場所で発生することが多く、発見が遅れると人命に関わる大きな
火災になる恐れがあります。
　子どもたちに火災は怖いものだと家族で話し合う他、日頃から次
の点に十分注意しましょう。
　● マッチやライターなどは子どもの手の届く所に置かない。
　● 子どもだけを残しての外出や、車に置き去りにしない。
　● 子どもだけで火を使わせないようにし、子どもが火遊びをしてい
るのを見かけたら注意してやめさせる。

◆花火の正しい取り扱いを

　家庭でも使用する「おもちゃ花火」は、扱い方を間違うと火災な
どの原因になります。花火の危険性を理解し使用法を必ず守って楽
しみましょう。
　また、子どもが花火を扱う際には大人が積極的に参加して、花火
の正しい扱い方、火の後始末の仕方を教えましょう。
　● バケツに水を用意する。
　● 花火を人や家に向けない。
　● 風が強い時や、燃えやすいものがある場所では花火をしない。
　● 火が衣服につかないように注意する。
　● たくさんの花火に一度に火をつけると危険なので、絶対にしな 
い。
　● 筒状の花火は途中で火が消えても絶対に中を覗かない。
　● 夜遅くには打ち上げ花火など音の大きい花火はしない。
　● 遊んだ後は必ず片付け、ごみを持ち帰る。

◆未使用の花火の処分方法

　未使用の花火を処分する際は、水に十分浸し濡れた状態のまま小
分けにして燃やすごみとして排出してください。
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　新型コロナウイルス感染症をはじめ感染症対策には手洗い、うがい、咳
エチケットが重要です。「新しい生活様式」の中で、感染しない・させな
いために次のポイントを守りましょう。
手洗いのポイント
　外出後、戻ってきたときには
手洗いをする習慣を付けましょ
う。その他、調理の前後、食事
前などに小まめに行いましょう。
手指に付いたウイルスは、せっ
けんで丁寧に洗うことでほぼ洗
い流すことができます。手洗い
をするときは時計や指輪を外し、
蛇口やレバーで水を止めるとき
は手首やペーパータオルを使い
ましょう。また、手洗いをして
いない手で目や口を触ると、感
染する恐れがあります。
うがい
　外出先からの帰宅時など、外から帰ってきたときは、うがいをしましょう。
咳エチケット
　咳やくしゃみの症状があるときはマスクやハンカチを使いましょう。咳
やくしゃみを手で押さえると、手にウイルスが付着し、ドアノブなどを介
して感染が広がる恐れがあります。
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▲

蛇口やレバー
は手首やペーパ
ータオルを使い
ましょう

手手洗洗いい、、ううががいい、、咳咳エエチチケケッットトでで
～～防防ごごうう感感染染症症～～

子子どどももにによよるる
火火災災をを防防ぎぎままししょょうう

▲せっけんを
使いましょう

夏季に流行する感染症
　夏季には次の感染症も流行します。プール熱はプールで感染すること
が多く、その他の感染症は、主にり患した人の咳やくしゃみなどの 飛  沫 

ひ まつ

を吸い込むことで感染します。家庭や学校、幼稚園、保育園などでの感
染に注意してください。
　いずれの感染症も手洗い、うがいが感染予防に効果があります。上記
のポイントに留意して行いましょう。
○ヘルパンギーナ　突然の高熱で発症し、上あごに 水  疱 や潰瘍ができま

すい ほう

す。
○手足口病　口の中や舌、手、足に水疱ができます。多くの場合発熱は
３８度以下ですが、重症化することもあります。
○Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　高熱、喉の痛み・炎症、リンパ節の腫
れが主な症状です、小児の場合は 嘔  吐 や腹痛、苺舌（舌がイチゴのよ

おう と

うに腫れる）などを発症します。
○プール熱（咽頭結膜熱）　プールで感染するケースが多いですが、普
段の生活の場でも感染することがあります。高熱、喉の痛み、目の充
血、嘔吐や下痢が主な症状です。手洗い、うがいの他に水泳前後にシ
ャワーをよく浴びる、家庭内でタオルを共有しないことで感染を予防
できます。


